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歓迎すべき香港居住者証明書発行に関
する手続きの修正 

 

HK CoR発行アプローチの変更 

2023年6月8日、IRDはウェブサイト1において、HK CoRの発行アプローチを改訂したことを明らかにした。現在IRDは、香港のDTAに規定さ

れている「香港の居住者」の定義に基づいて、HK CoRを発行できるかどうかを判断するように調整されている。 

ほとんどの香港DTAは、「香港の居住者」は、香港で法人化された会社及び香港の法律に基づいて設立されたその他の者を含むと定義されて

いる。例外として、香港/日本DTAでは「香港の居住者」は、香港に主たる経営・管理拠点を有する会社またはその他の者と定義されている。 

また、IRDのウェブサイトには、香港で法人化または設立された申請者は、一般的には、HK CoR申請フォームに設立及び事業活動の詳細のす

べてを記載する必要はないことを示す注意書きが掲載されている。 
 

HK CoR申請フォームの主な変更点 

2023年6月12日以降、個人以外の申請者（すなわち、会社、パートナーシップ、信託、個人団体）のHK CoR申請フォームは、以下のよ

うに改訂された。 

• IRDがHK CoRを発行する際のアプローチに上記の変更を反映させる。 

• 香港・中国本土間のDTA（以下、CN/HK DTA）並びに租税条約における「受益者」関連事項に対する国家税務総局の通達（STA 

Circular 2018 No.9）に基づくHK CoR申請に関しては、現行の行政円滑化措置を正式に決定する。 

1 詳細(英語)については、こちらのリンクからアクセス可能: https://www.ird.gov.hk/eng/ppr/archives/23060801.htm 

サマリー 

香港税務局（以下、IRD）は香港居住者証明書（以下、HK CoR）の発行方法を調整し、HK 

CoRの申請フォームを改訂した。これらの変更は、2023年6月12日から施行された。 

これは事実上、香港特別行政区（以下、香港）のほとんどの二重課税協定（以下、DTA）では、香港

で法人化/設立された申請者は、香港での経済的実体の定量評価を受けることなく、HK CoRを取得できる

ようになることを意味する。 

このタックスアラートでは、IRDのアプローチとHK CoRの申請フォームの主な変更点を要約し、我々の見解

をお伝えする。 
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IRDの既存の行政円滑化措置では、以下をカバーするHK CoRの一括申請が可能である。 

(i) 条約上の特典申請者（例：中国本土からの配当の直接的な受取人である香港SPV）と「セーフハーバールール」 

におけるその最終／中間100％株主 

(ii) 「同一法域ルール」による配当の受益者としての資格を有する条約上の特典申請者及びその最終100%株主 

(iii) STA Circular 2018 No.9 の「同一条約上の特典ルール」による条約上の特典申請者及びその中間100%株主 

改訂された申請フォーム（フォームIR1313A及びフォームIR1313B）は、このリンクからアクセス可能である。フォームの主な変更点は以下のと

おり。 

 

フォームIR1313A – CN/HK DTAで使用する場合 
 

1. “Item 6 - Other 

Information” が新たに追加

された 

以下の場合、（フォームの付録と合わせて）申請者が必要事項を記入する 

• 申請者が香港以外で法人化/設立された場合、または 

• 条約上の特典の請求が配当とSTA Circular 2018 No.9に関連している場合 
 

2. フォームIR1313Aの付録が改

訂され、2つの部分から構成さ

れるようになった 

• パート1は、香港外で法人化/設立された申請者が、香港での経済的実体に関する詳細情報を

提供するために記入する 

• パート2は、STA Circular 2018 No.9に関連して一括申請する場合に記入する 
 

3. フォームのNote 3が新たに追加

された 

注釈では、申請が(i)配当に関する条約上の特典の請求、(ii)STA Circular 2018 No.9に基づく

「セーフハーバールール」または「同一条約上の特典/同一法域ルール」の適用に関する場合、申請者

は付録のパート2を記入する必要があると示されている 

 

フォームIR1313B – その他の HK DTAで使用する場合 
 

1. “Item 5 - Other 

Information”が新規に追加

された 

 

以下の場合、香港の経済的実体に関する詳細な情報を提供するために（フォームの付録と合わせ

て）申請者が必要事項を記入する 

  

• 申請者が香港以外で法人化/設立された場合、または 

• 条約上の特典が日本/香港DTAに基づき請求される場合 

2. フォームIR1313Bの付録が改

訂された 

 

  

https://www.ird.gov.hk/eng/tax/dta_cor.htm#form
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KPMGの見解 

我々は、IRDが採用したHK CoRの発行に関する修正アプローチと、改訂されたHK CoR申請フォームを歓迎する。これらの変更により、2023

年6月12日以降、香港のほとんどのDTAにおいて、香港で法人化または設立された企業であるHK CoR申請者は、香港での経済的実体の

定量評価、または香港での設立や事業運営に関する詳細な補足情報や書類の提出を求められることなく、HK CoRを容易に取得できるよう

になるはずである。 

しかし、香港のDTAに基づく条約上の特典を享受しようとする企業グループは、HK CoRの取得は、香港の居住者である企業に条約上の特

典を付与することについて、該当するDTAの法域が同意することを必ずしも意味しないことに留意すべきである。特に、条約乱用防止のための

「主要目的テスト」が、条約交渉中に既存の香港DTAに盛り込まれるか、またはOECDの多国間文書（MLI）の関連条項によって既存の

香港DTAに追加される予定である場合には、この傾向が顕著である。香港の居住者である企業は、条約上の特典を受けようとする場合、

DTAの法域からの条約乱用に関する潜在的な指摘に耐えられるために、十分な経済的実体を香港に持つ必要があることに留意すべきであ

る。 

加えて、2023年1月1日から香港で施行された域外からの所得に係る免税（FSIE）制度により、FSIE制度の対象企業は、域外からの配

当、利息、ロイヤルティまたは持分処分収益を香港で受け取る場合（または域外からの配当と持分処分収益の場合は資本参加免除要件を

満たす）、香港での特定の経済的実体要件を満たす必要がある。特に、香港居住者である企業が得た域外からの持分処分収益が、香港の

DTAに基づく条約上の特典により域外の源泉地において非課税となる場合、FSIE制度の資本参加免除制度における「15％の課税対象条

件」は満たさない。香港で持分処分収益の非課税を享受する企業は、FSIE制度における経済的実体要件を満たすために香港に十分な経

済的実体がなければならない。 
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なお、日本語でのお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。 
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